
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人京都大学の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

国立大学法人京都大学の主要事業は教育・研究事業である。
役員報酬水準を検討するにあたって、国家公務員の給与水準及び法人化移行前の

国家公務員指定職俸給表の俸給月額を参考とした。

当法人においては、平成１６年度より期末特別手当において役員としての業務に対す
る貢献度等を総合的に勘案して、その額の100分の10の範囲内で増減できることとして
いる。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。
月額については、国立大学法人京都大学役員給与規程に則り、俸給(1,250,000円)に

特別調整手当(125,000円)を加算して算出している。
期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基礎額（俸給＋特別調整手当

＋（俸給＋特別調整手当）×20/100＋俸給×25/100）に６月に支給する場合において
は100分の172.5、１２月に支給する場合においては100分の177.5を乗じ、さらに基準日
以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、業
務に対する貢献度等に応じてその額の100分の10の範囲内で増減して得た額としてい
る。

なお、令和７年度では、①俸給月額の引き上げ（2.7％）、②期末特別手当支給率の引
き上げ（年間0.05月分）を実施した。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。
月額については、国立大学法人京都大学役員給与規程に則り、俸給(736,000円～

933,000円)に特別調整手当(73,600円～93,300円)を加算して算出している。
期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基礎額（俸給＋特別調整手当

＋（俸給＋特別調整手当）×20/100＋俸給×25/100）に６月に支給する場合において
は100分の172.5、１２月に支給する場合においては100分の177.5を乗じ、さらに基準日
以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、業
務に対する貢献度等に応じてその額の100分の10の範囲内で増減して得た額としてい
る。

なお、令和７年度では、①俸給月額の引き上げ（2.7％）、②期末特別手当支給率の引
き上げ（年間0.05月分）を実施した。

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。
月額については、国立大学法人京都大学役員給与規程に則り、俸給(736,000円)に

特別調整手当(73,600円)を加算して算出している。
期末特別手当についても同規程に則り、期末特別手当基礎額（俸給＋特別調整手当

＋（俸給＋特別調整手当）×20/100＋俸給×25/100）に６月に支給する場合において
は100分の172.5、１２月に支給する場合においては100分の177.5を乗じ、さらに基準日
以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、業
務に対する貢献度等に応じてその額の100分の10の範囲内で増減して得た額としてい
る。

なお、令和７年度では、①俸給月額の引き上げ（2.7％）、②期末特別手当支給率の引
き上げ（年間0.05月分）を実施した。

役員報酬支給基準は、非常勤役員手当から構成されている。
月額については、国立大学法人京都大学役員給与規程に則り、161,920円～647,680

円としている。
期末特別手当に関しては、原則として支給されないが、業務に対する貢献度に対し

て、総長が特に必要と認める場合には、期末特別手当に相当する手当を、その者が常
勤の役員としたときに支給される額を超えない範囲で総長が定める額を支給できること
としている。

役員報酬支給基準は、非常勤役員手当から構成されている。
月額については、国立大学法人京都大学役員給与規程に則り、187,440円～821,040

円としている。
期末特別手当に関しては、原則として支給されないが、業務に対する貢献度に対し

て、総長が特に必要と認める場合には、期末特別手当に相当する手当を、その者が常
勤の役員としたときに支給される額を超えない範囲で総長が定める額を支給できること
としている。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

23,368 15,000 6,868 1,500 （特別調整手当） ※

千円 千円 千円 千円

17,825 11,196 5,459
1,119

50
（特別調整手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

17,799 11,196 5,459
1,119

24
（特別調整手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

18,087 11,196 5,485
1,119

286
（特別調整手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

19,158 11,196 5,522
1,791

648
（特別調整手当）
（単身赴任手当）

令和8年3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

18,073 11,196 5,563
1,119

194
（特別調整手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

17,748 11,196 5,409
1,119

24
（特別調整手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

17,748 11,196 5,409
1,119

24
（特別調整手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

17,770 11,196 5,280
1,119

104
（特別調整手当）

（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,900 11,196 5,459
1,119

124
（特別調整手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

2,594 2,594 0 0

千円 千円 千円 千円

13,942 8,832 4,044
883
183

（特別調整手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,511 8,832 4,044
883
751

（特別調整手当）
（通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「特別調整手当」とは、給与を調整するための手当である。
注３：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注４：総額、各内訳については千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

J理事
（非常勤）

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

D理事

E理事

F理事

G理事

H理事

I理事

法人の長

A理事

B理事

B監事

A監事
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

国立大学法人京都大学は、1897年の創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展
させつつ、多元的な課題の解決に挑戦し、自由と調和を基礎とする地球社会の共存に
広く貢献するため、学長のリーダーシップの下で以下のような取組を推進している。

第一に、研究の領域において、世界的に卓越した知の創造を行い、人文学、社会科
学及び自然科学における基礎研究と応用研究の多様な発展と統合を図ること。第二
に、教育の領域においては、対話を根幹とする自学自習を促し、知の継承と創造的精
神の涵養に努め、豊かな教養・人間性と高い倫理観を有する優れた研究者や高度の専
門能力をもつ人材を養成すること。第三に、開かれた大学として、国際交流や地域との
連携を深め、自由と調和に基づく知を通じて社会に対する貢献を行うこと。第四に、以
上のような使命を果たすために、全学的な調和を図りつつ、社会に対する説明責任を
十分に果たしうる運営に努めること。

そうした中で、国立大学法人京都大学の学長は、職員数約8,000名の法人の代表とし
て、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営と教学の最高
責任者の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が3,000人以上である民間企業の役員報酬59,202千
円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べて
も概ね同水準となっている。

国立大学法人京都大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職
俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり
法人化移行前と同等以上であると言える。

こうした職務内容の特性や民間企業の役員報酬及び事務次官の年間給与額との比
較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

国立大学法人京都大学は、1897年の創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展
させつつ、多元的な課題の解決に挑戦し、自由と調和を基礎とする地球社会の共存に
広く貢献するため、学長のリーダーシップの下で以下のような取組を推進している。

第一に、研究の領域において、世界的に卓越した知の創造を行い、人文学、社会科
学及び自然科学における基礎研究と応用研究の多様な発展と統合を図ること。第二
に、教育の領域においては、対話を根幹とする自学自習を促し、知の継承と創造的精
神の涵養に努め、豊かな教養・人間性と高い倫理観を有する優れた研究者や高度の専
門能力をもつ人材を養成すること。第三に、開かれた大学として、国際交流や地域との
連携を深め、自由と調和に基づく知を通じて社会に対する貢献を行うこと。第四に、以
上のような使命を果たすために、全学的な調和を図りつつ、社会に対する説明責任を
十分に果たしうる運営に努めること。

そうした中で、国立大学法人京都大学の理事は、職員数約8,000名の法人の代表であ
る学長を補佐して法人の業務を掌理し分担管理しており、その分担業務の責任者として
の職務を担っている。

理事の年間報酬額は、人数規模が3,000人以上である民間企業の役員報酬59,202千
円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べて
もそれ以下となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業の役員報酬及び事務次官の年間給与額との比
較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間
企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

理事（非常勤）の年間報酬額は、常勤理事の給与を基に勤務形態を勘案して決定し
ており、職責は常勤理事と同等であることから、報酬水準は妥当であると考えられる。

国立大学法人京都大学は、1897年の創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展
させつつ、多元的な課題の解決に挑戦し、自由と調和を基礎とする地球社会の共存に
広く貢献するため、学長のリーダーシップの下で以下のような取組を推進している。

第一に、研究の領域において、世界的に卓越した知の創造を行い、人文学、社会科
学及び自然科学における基礎研究と応用研究の多様な発展と統合を図ること。第二
に、教育の領域においては、対話を根幹とする自学自習を促し、知の継承と創造的精
神の涵養に努め、豊かな教養・人間性と高い倫理観を有する優れた研究者や高度の専
門能力をもつ人材を養成すること。第三に、開かれた大学として、国際交流や地域との
連携を深め、自由と調和に基づく知を通じて社会に対する貢献を行うこと。第四に、以
上のような使命を果たすために、全学的な調和を図りつつ、社会に対する説明責任を
十分に果たしうる運営に努めること。

そうした中で、国立大学法人京都大学の監事は、法人の業務を監査すること、監査結
果に基づき必要あるときは学長又は文部科学大臣へ意見を提出すること、学長又はそ
の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項について国立大学法人等を代表
すること、財務諸表及び決算報告書を監査し監事意見を付することを担っている。

監事の年間報酬額は、人数規模が3,000人以上である民間企業の役員報酬59,202千
円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べて
もそれ以下となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業の役員報酬及び事務次官の年間給与額との比
較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

該当者なし
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人の長

理事

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

監事

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事
（非常勤）

監事

法人での在職期間

監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事

該当なし

業績給の仕組みについては、期末特別手当において業務に対する貢献度等に応じ
てその額の100分の10の範囲内で増減して得た額としており今後も継続の予定である。
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

国立大学法人京都大学の給与水準を検討するにあたって、国家公務員の給与水準を参考
にしている。

人件費管理は、定員（人数）と予算（金額）により行っている。
効率化係数による人件費の削減及び行政改革の重要方針に基づく総人件費改革に対応し

て、定員削減等の雇用調整や戦略的な定員の再配置、事務組織の改革、業務の簡素化・合
理化等事務改革を方針として定めている。

勤勉手当の支給率の決定、昇給・昇格の実施については、能力・実績を重視した人事給与
制度を行っている。

国立大学法人京都大学教職員給与規程に則り、俸給月額、俸給の調整額及び諸手当（管
理職手当、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、特別調整手当、住居手当、通勤手
当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理教
職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、入試手当、学位論文調査手当、
拠点手当、衛生管理手当、特別報奨金、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当、看護職員
調整手当、研究代表者等特別手当及び冠教授手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給月額＋俸給の調整額＋職責調整手当＋扶養
手当＋特別調整手当）に６月に支給する場合においては100分の125、１２月に支給する場合
においては100分の127.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職
期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給月額＋俸給の調整額＋職責調整手当＋特別
調整手当）に勤勉手当における成績率の判断基準に定める基準に従って京都大学教職員の
勤勉手当支給要領に定める割合を乗じて得た額としている。

令和６年人事院勧告を踏まえ、当該勧告に準じて令和７年４月１日から、①俸給表の切替え、
②通勤手当の支給限度額の引上げと新幹線等に係る通勤手当の支給対象者の拡大・支給要
件の緩和、③単身赴任手当の支給期間の見直し、④管理教職員特別勤務手当の支給対象時
間の拡大を行った。

また、国家公務員における地域手当の見直しを受けた対応として、民間賃金や物価等の水
準と調整する都市手当のほか、勤務場所の特性を反映する手当（広域異動手当、遠隔地異
動・出向手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当）を廃止し、新たに教
職員の給与を調整する特別調整手当を設けた。

さらに、令和７年人事院勧告を踏まえ、当該勧告に準じて令和７年4月1日から、①初任給を
始め若年層に重点を置きつつ全体の俸給月額の引き上げ（平均3.3％）、②期末手当及び勤
勉手当の支給率についてそれぞれ0.025月分の引き上げ、③期末特別手当の支給率につい
て0.05月分の引上げ、④自動車等使用者に係る通勤手当の引上げを行った。

その他、民間等から受け入れた寄附金の運用益により設置される冠教授へのインセンティブ
として冠教授手当を新設した。
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２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,713 47.3 8,593 6,109 127 2,484
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,120 45.1 7,065 5,066 141 1,999
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,983 48.7 9,989 7,056 126 2,933
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

454 46.6 6,805 4,918 107 1,887
人 歳 千円 千円 千円 千円

141 46.1 6,784 4,868 116 1,916
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 53.3 8,369 5,909 92 2,460
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 46.7 9,629 6,889 86 2,740

人 歳 千円 千円 千円 千円

842 41.8 6,119 4,591 104 1,528
人 歳 千円 千円 千円 千円

241 49.3 3,888 3,367 119 521
人 歳 千円 千円 千円 千円

137 64.0 11,629 8,114 151 3,515
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 30.4 3,560 3,560 29 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

348 31.1 5,789 4,247 81 1,542
人 歳 千円 千円 千円 千円

94 32.9 5,627 4,107 103 1,520
人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。
注２：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注３：在外職員、任期付職員及び再雇用職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。
注４：「指定職種」とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。
注５：非常勤職員の「指定職種」については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定される

おそれのあることから、区分以外は記載せず、全体の数値からも除外している。
注６：常勤職員の「事務・技術」、「医療職種（病院看護師）」及び「医療職種（病院医療技術職員）」には、

６０歳年度末以降に就く職種である「シニアエキスパート」及び「シニアスタッフ」を含む。

区分

医療職種
（病院医療技術職員）

専門職

うち賞与

全常勤職員（令和８年４月１日時点）： ４，９６６人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）： ３，７９７人

うち所定内

医療職種
（病院医師）

平均年齢人員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

令和７年度の年間給与額（平均）

指定職種

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医療技術職員）

専門業務職員

常勤職員

総額
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【年俸制適用者】

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

84 48.5 10,829 10,198 108 631
人 歳 千円 千円 千円 千円

84 48.5 10,829 10,198 108 631

人 歳 千円 千円 千円 千円

1,280 45.5 5,969 5,969 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

345 52.4 5,266 5,266 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

559 44.4 7,069 7,069 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

317 39.4 4,770 4,770 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

59 47.3 6,092 6,092 0 0

注１：在外職員、任期付職員及び再任用職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。
注２：年俸制適用者については、本学では常勤職員として取り扱っている。
注３：非常勤職員の「教育職種（大学教員）」については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が

特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、全体の数値からも除外している。

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

特定専門業務職員

非常勤職員

事務・技術

特定研究員

常勤職員

教育職種
（大学教員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

特定教員
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③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：年齢20～23歳の該当者は１人であるため、当該個人に関する関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、再雇用職員及び年俸制適用者を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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注：年齢24～27歳の該当者は２人であるため、当該個人に関する関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

11



12



④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 20 56.2 11,136
課長 92 53.1 9,338
課長補佐 151 50.0 7,895
係長 348 47.1 7,210
主任 263 45.2 6,377
係員 218 32.1 5,134
シニアエキスパート 5 61.1 7,056
シニアスタッフ 23 61.1 6,087
注１：「部長」には、部長相当職である「オフィス長」及び「次長」を含む。
注２：「課長」には、課長相当職である「室長」、「副オフィス長」、「事務長」、「副事務長」及び「主幹」を含む。
注３：「シニアエキスパート」「シニアスタッフ」は60歳年度末以降に就く職種である。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 796 54.4 11,802
准教授 582 47.0 9,427
講師 119 46.4 8,770
助教 483 41.9 7,484
助手 1
教務職員 2
注４：助手の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

 平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。
注５：教務職員の該当者は２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

 平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1
副看護部長 4 55.0 7,999
看護師長 137 49.9 7,348
看護師 290 43.8 6,399
シニアスタッフ 22 60.9 6,157
注６：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

 平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。
注７：副看護部長の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

 年間給与額の最高額及び最低額については記載していない。

千円

8,975～5,766
7,347～5,247
7,183～4,268
9,280～5,513
8,268～4,133

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢

平均年齢

10,761～7,535
12,469～9,628

分布状況を示すグルー
プ

千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（最高～最低）

9,435～6,599

人員
年間給与額

年間給与額

（最高～最低）

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

20,233～7,395
11,612～6,804
10,417～7,544
9,645～5,941

7,759～4,507

千円

8,313～5,911
7,231～5,534
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⑤

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

50.9 50.5 50.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.1 49.5 49.3

％ ％ ％

         最高～最低 59.1～42.7 61.8～42.8 60.5～42.8
％ ％ ％

52.9 52.9 52.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.1 47.1 47.1

％ ％ ％

         最高～最低 50.6～39.0 54.1～32.0 51.8～38.8

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

50.5 50.5 50.5
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.5 49.5 49.5

％ ％ ％

         最高～最低 59.1～32.4 56.8～32.0 57.9～32.2
％ ％ ％

53.3 53.3 53.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.7 46.7 46.7

％ ％ ％

         最高～最低 61.3～39.0 58.9～38.6 60.1～38.8

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

53.2 53.2 53.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.8 46.8 46.8

％ ％ ％

         最高～最低 50.6～42.1 50.6～42.5 50.6～42.7

注：病院看護師における管理職員は２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
あることから、記載していない。

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 92.5
・年齢・地域勘案 99.1
・年齢・学歴勘案 90.8
・年齢・地域・学歴勘案 98.2
（参考）対他法人 108.0

（法人の検証結果）

（文部科学大臣の検証結果）

講ずる措置

項目

給与水準の妥当性の
検証

内容

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

職員の給与水準については、引き続き適正な給与水準となるよう配慮して
いきたい。

対国家公務員
指数の状況

支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は36.01％となってお
り、累積欠損もないこと、また、上記理由から給与水準は適正であると考えら
れる。

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に
努めていただきたい。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 36.01％】（国からの
財政支出額66,685百万円、支出予算の総額185,162百万円：令和７年度予
算）
【累積欠損額 ０円(令和６年度決算) 】
【管理職の割合 10.0％（常勤職員数1,120名中112名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 82.5％（常勤職員数1,120名中924名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 22.7％】（支出総額
182,100百万円、給与・報酬等支給総額 41,278百万円：令和6年度決算）
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○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案 106.0
・年齢・地域勘案 105.1
・年齢・学歴勘案 105.6
・年齢・地域・学歴勘案 106.9
（参考）対他法人 106.0

（法人の検証結果）

（文部科学大臣の検証結果）

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標
100.6

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、
令和７年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

地域手当の支給割合が様々な地域で勤務する国家公務員に対し、本学の
医療職種（病院看護師）が勤務する病院は４級地にのみ所在すること、令
和７年国家公務員給与等実態調査の「適用俸給表別、性別、最終学歴別
人員」による医療職俸給表（三）適用者の最終学歴は大卒以上10.0%、短大
卒88.5%、高校卒1.5%であるのに対し、本学は大卒以上42.5%、短大卒
57.5%、高校卒0%であること、同調査の「適用俸給表別、級別（最終学歴別）
人員」によると医療職俸給表（三）適用者の１級（准看護師）の構成割合は
1.7%であるのに対し、本学は0％であること、以上の要因により対国家公務
員の指数を上回ったと考えられる。

給与水準の妥当性の
検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 36.01％】（国からの
財政支出額66,685百万円、支出予算の総額185,162百万円：令和７年度予
算）
【累積欠損額 ０円(令和６年度決算) 】
【管理職の割合 0.4％（常勤職員数454名中2名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 42.5％（常勤職員数454名中193名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 22.7％】（支出総額
182,100百万円、給与・報酬等支給総額 41,278百万円：令和6年度決算）

支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は36.01％となってお
り、累積欠損もないこと、また、上記理由から給与水準は適正であると考えら
れる。

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給
与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、
適切な対を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、対
国家公務員指数が全て100を上回っていることについての理由の説明及び
給与水準の妥当性の検証結果から、国と職員構成が異なること等を考慮す
ると、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設
定に努めていただきたい。

講ずる措置
職員の給与水準については、引き続き適正な給与水準となるよう配慮して
いきたい。
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４ モデル給与
（扶養親族がいない場合）

事務・技術職員

○２２歳（大卒初任給） 月額 232,000 円 年間給与 3,502,180 円

○３５歳（主任） 月額 329,010 円 年間給与 5,570,348 円

○５０歳（課長補佐） 月額 443,960 円 年間給与 7,602,993 円

教育職員（大学教員）

○２７歳（助教、博士修了初任給）

月額 347,400 円 年間給与 5,241,696 円

○３５歳（助教） 月額 412,720 円 年間給与 6,973,683 円

○５０歳（准教授） 月額 539,550 円 年間給与 9,244,626 円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（額は次のとおり）を支給

ただし、教育職５級以上等の教職員は、配偶者の支給なし、父母等は3,500円

配偶者 3,000 円

子 11,500 円

父母等 6,500 円

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤勉手当の支給率の決定、昇給区分の決定、昇格の実施については、勤務評定を活用し、能力・実績
を重視した制度としている。
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Ⅲ 総人件費について

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により

雇用される職員に係る費用及び人材派遣契約にかかる費用等を含んでいるため、

財務諸表附属明細書「18役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

退職手当支給額
3,447,403 3,152,881 3,051,818 2,766,240

区 分

給与、報酬等支給総額
39,732,656 40,186,838 41,278,253 43,107,812

9,683,951 9,883,674 10,254,009

非常勤役職員等給与
25,995,591 26,518,993 28,020,921 26,524,573

本学教職員の定年年齢は65歳である。事務・技術職員、医療職員および専門業務職員については、令
和5年10月1日に定年年齢を60歳から65歳に引き上げた。ただし、経過措置として令和5年度以降、2年に
1歳ずつ段階的に引き上げることとした。したがって、令和7年度の定年は62歳であり、令和13年度に65歳
で引き上げが完了となる。

定年年齢の引上げに伴い、事務・技術職員、医療職員および専門業務職員については、満60歳に達
した日後における最初の４月１日に、非管理監督職に降任する制度を設けているほか、基本給について
は、満60歳に達した日後における最初の4月１日以後、7割水準とすることとしている。

特になし

給与、報酬等支給総額について、前年度比がプラス4.4％となった要因については、若年層を中心に全
年齢層にわたって俸給月額の引き上げを実施したこと、並びに期末手当、勤勉手当及び期末特別手当
の支給率について引き上げを実施したためと考えられる。

退職手当支給額について、前年度比がマイナス9.4％となった要因については、事務・技術職員、医療
職員等の定年年齢を段階的に引上げており、令和７年度は定年退職者がいなかったためと考えられる。

非常勤役職員等給与について、前年度比がマイナス5.3％となった要因については、非常勤教職員数
の減少が考えられる。

福利厚生費について、前年度比がプラス3.7％となった要因については、支給人員および給与支給額
の増加に伴うものと考えられる。

結果として、最広義人件費については、前年度比プラス0.5％となった。

福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
78,701,775 82,234,668 82,652,63679,542,664

9,526,124

18


	Ⅰ 役員報酬等について
	Ⅱ 職員給与について
	Ⅲ 総人件費について
	Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度
	Ⅴ その他



